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八潮市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び

八潮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（

令和７年条例第  号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、

乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、法、児童福祉法及び条例にお

いて使用する用語の例による。 

（認可の申請） 

第３条 児童福祉法第３４条の１５第２項の規定により、乳児等通園支援

事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 事業計画書（様式第１号の２） 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、認可の申請に必要となる書類 

２ 新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長

と協議しなければならない。 

（認可の基準） 

第４条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるものとし、

児童数の推移、地域の実態等を勘案し、乳児等通園支援事業が必要である

と認められるものでなければならない。 

（八潮市子ども・子育て支援審議会の意見の聴取） 

第５条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あら

かじめ八潮市子ども・子育て支援審議会（八潮市子ども・子育て支援審

議会条例（平成２５年条例第３８号）第１条に規定する八潮市子ども・

子育て支援審議会をいう。次条において「審議会」という。）の意見を

聴かなければならない。 

（認可等の場合における通知） 

第６条 市長は、第３条第１項の申請に対し、第４条の認可の基準及び前

条の審議会の意見を勘案し、認可の適否について審査するものとする。

この場合において、市長は、認可することとした場合は乳児等通園支援
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事業認可書（様式第２号）を、認可しないこととした場合は乳児等通園

支援事業認可不承認通知書（様式第３号）を、当該申請した者に対し交

付するものとする。 

（乳児等通園支援事業の廃休止又は認可内容の変更） 

第７条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、当該乳児等通園支援事

業の事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通

園支援事業廃止（休止）承認申請書（様式第４号）に乳児等通園支援事

業廃止（休止）承認申請調書（様式第４号の２）を添付して、市長に提

出しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た

内容について変更がある場合は、乳児等通園支援事業認可事項変更届（

様式第５号）に乳児等通園支援事業認可変更調書（様式第５号の２）を

添付して、市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合は、児童数の推移、地

域の実態等を勘案し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止（休止）

承認書（様式第６号）を、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止

（休止）不承認通知書（様式第７号）を当該申請をした者に対し、交付

するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした

者に対し、受理書（様式第８号）を交付するものとする。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関

し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可申請書 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

                  所在地            

              申請者 法人名            

                  代表者氏名          

 

 児童福祉法第３４条の１５第２項の規定による乳児等通園支援事業の認

可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。なお、この申請に際し

、申請者は児童福祉法第３４条の１５第３項第４号の規定に該当しないこ

とを誓約します。 

 

１ 事業所の名称 

 

２ 事業の種類 

  □一般型乳児等通園支援事業（□在園児合同型 □専用室独立型）  

□余裕活用型乳児等通園支援事業  

 

３ 事業所の種類（予定も含む） 

  □認可保育所  □認定こども園  □小規模保育施設  

 

４ 事業所の所在地 

 

５ 事業開始の予定年月日       年  月  日 

 

６ 定員 

内訳 
計 

０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 人 
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様式第１号の２（第３条関係） 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 全体の概要 

⑴ 施設概要 

所在地  

実施施設 

の名称 

 実施施設 

の種別 

 

最寄りの 

鉄道駅 

      線     駅  から徒歩   分 

               からバス   分 

事業計画の 

動機及び目

的 

 

 

 

 

 

 

開所時間 

 

受入児童 

 

保育内容等 

運営施設の

事業種別 

 運営施設の

認可年月日 

   年 

   月開園 

 

乳児等通園

支援事業の

開所曜日等 

開所曜日  

開所時間 平日 時 分から 時 分まで 

土曜 時 分から 時 分まで 

日祝 時 分から 時 分まで 

休業日  

食事の提供 

□あり □なし 「あり」の場合は以下も入力 

調理員 □自園  □外部委託 

献立作成 
□栄養士配置 □外部委託 

□その他（    ） 

アレルギ

ー食対応 

□既存施設で    □対応予定 

 既に対応している 

医療的ケア児の受入れ □あり   □なし 

午睡の実施 □あり   □なし 

⑵ 施設構造等 

 一般型 
０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 
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定員 

 

 

 

余裕活

用型 

既存保育所等の定員 

０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 

実際の利用人数（   年 月 日時点） 

０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 

乳児等通園支援事業の定員 

０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 

 

 

 

 

 

 

 

保育室等 

 

 

 

 

 

 

 

一般型 

 
基準上必要な面積 

計画面積（図面上

の実際面積） 

０歳児室 

乳児室 

ほふく室 

 

人 

人 

 

㎡ 

㎡ 

 

㎡ 

㎡ 

計        人 ㎡ ㎡ 

１歳児室 

乳児室 

ほふく室 

 

人 

人 

 

㎡ 

㎡ 

 

㎡ 

㎡ 

計 人  ㎡ ㎡ 

２歳児室 

保育室 

遊戯室 

 

人 

人 

 

㎡ 

㎡ 

 

㎡ 

㎡ 

計     人 ㎡ ㎡ 

合計 ㎡ ㎡ 

 

 

 

 

余裕 

 
基準上必要な面積 

計画面積（図面上

の実際面積） 

０歳児室 

保育室等 

乳 児 等 通 園

支援事業 

 

人 

 

人 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

計 人 ㎡ ㎡ 

１歳児室        
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活用型 保育室等 

乳 児 等 通 園

支援事業 

人 

 

人 

㎡ 

 

㎡ 

㎡ 

 

㎡ 

計 人 ㎡ ㎡ 

２歳児室 

保育室等 

乳 児 等 通 園

支援事業 

 

人 

 

   人 

 

㎡ 

 

㎡ 

     

㎡ 

 

㎡ 

計 人 ㎡ ㎡ 

合計 ㎡ ㎡ 

他事業で使用し

ている面積（乳

児等通園支援事

業以外） 

部屋名 詳細 計画面積（図面上

の実際面積） 

  ㎡ 

  ㎡ 

乳幼児室、ほ

ふく室の区画 

□障壁等による区画 □ベビーフェンス 

□０歳児及び１歳児は同じ部屋で過ごさないた

め不要 

□その他 

 

便器の数 

乳幼児用 大人用 

大便器     個 大便器     個 

小便器     個 小便器     個 

 

土地及び建

物の所有関

係 

 

土地 

□自己所有 

□貸与期間   年  月～ 

        年  月 

 

建物 

□自己所有 

□貸与期間   年  月～ 

        年  月 

 

 

 

実施施設 

延床面積 構造・階数 建築

面積 

築年月 

㎡   造 階建 ㎡   年 月 
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建物 

構造等 

所属階    階建の  階部分 

建物の種類 □専用建物 □集合住宅 □戸建て □その他 

確認済証 □有（交付月日： 年 月） □無 

検査済証 □有（交付月日： 年 月） □無 

保育室等の設置階 ２階の場合 ３階の場合 ４階の場合 

建物構造 

□耐火建築物 

□準耐火建築

物 

□耐火建築物 □耐火建築物 

 

 

二方向

避難経

路 

常用 
□屋内階段 

□屋外階段 

□屋内避難階段 

□屋外階段 

□屋内避難階段 

□屋外避難階段 

 

 

避難用 

□屋外階段 

□屋外傾斜路

（準耐火） 

□屋内避難階段 

□バルコニー 

□屋外階段 

□屋外傾斜路（耐

火） 

□屋内避難階段 

 

□屋外避難階段 

□屋外傾斜路（耐

火） 

□屋内避難階段 

 

 

２ 管理者（事業開始日時点） 

ふりがな  
     歳 

氏名・年齢  

住所  

資格 □保育士 □幼稚園教諭 □その他（    ） 

現職 □実施施設の施設長 □その他（    ） 

主な福祉歴  

 

３ 職員の配置計画について 

 
定員 

認可基準に基づく 

配置基準 

職員数 

保育士 研修修了者 

 

一般型 

０歳児 人 人 人 人 

１歳児 人 人 人 人 

２歳児 人 人 人 人 

合計 人 人 
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 保育所等の

定員 

認可基準に基づく 

配置基準 

職員数 

保育士 

余裕 

活用型 

０歳児 人 人 人 

１歳児 人 人 人 

２歳児 人 人 人 

合計 人 人 

 

４ 職員の採用計画について 

乳児等通園支援事業に係る職員の体制、フォロー体制等についての工夫について 

 

 

乳児等通園支援事業に係る職員の雇用予定がある場合の、採用方法・確保の見直し

（雇用済みは記載不要） 

 

 

５ 苦情解決体制 

ふりがな  

受付担当者氏名  

ふりがな  

解決担当者氏名  

 

６ その他 

⑴ 乳児等通園支援事業の考え方 

 乳児等通園支援事業の基本的な考え方を踏まえ、乳児等通園支援事業を実施

する上で、事業者としてどのようなことを大切にしていきたいと考えているの

か。乳児等通園支援事業の実施により、これまでの保育からどのような変化が

出てくると考えているのか。また、変化に対してどのように対応するか、ご記

入ください。 
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⑵ 児童への支援の考え方 

 乳児等通園支援事業の基本的な考え方を踏まえ、児童への支援についてどの

ような取組を行いたいと考えているのか。具体的にどのような支援を考えてい

るのか、ご記入ください。 

 

 

⑶ 保護者への支援の考え方 

 乳児等通園支援事業の基本的な考え方を踏まえ、保護者への支援についてど

のような取組を行いたいと考えているのか。具体的にどのような支援を考えて

いるのか、ご記入ください。 

 

 

⑷ 苦情解決及び保護者対応への考え方 

 保護者から苦情があった場合どのように対応しようと考えているのか。ま

た、説得に応じない保護者がいた場合、法人・施設は、それぞれどのように対

応しようと考えているのか、ご記入ください。 

 

 

⑸ 配慮が必要なこどもや保護者の受け入れへの考え方 

配慮が必要な家庭（ひとり親家庭、生活保護家庭、障がいのある子どもを持

つ家庭、虐待・DV などの社会的養護が必要な家庭等）及びその児童を受け入

れるにあたってどのような体制を確保しようとしているのか。また、実際に対

応していることや考え方等があるのか、ご記入ください。 
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⑹ 児童虐待等への考え方 

 家庭における児童虐待を発見した場合、どのように対応しようと考えている

のか、ご記入ください。 

 

 

⑺ 安全対策・防災について 

 事件・事故時や災害時の対応について、どのように職員に周知・徹底する 

か。法人・施設は、それぞれどのような対応を考えているのか、ご記入くださ

い。 

 

 

⑻ 睡眠の事故への考え方 

 睡眠中の事故を防ぐためにどのような取組を行うか、ご記入ください。 

 

 

⑼ アレルギーの事故への考え方（食事提供を行う予定の場合の記載） 

 食物アレルギーのある児童が利用した場合、どのように献立作成・給食の提

供を行うか、ご記入ください。 

 

 

添付を求める書類 
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〇事業計画関連 

 ・位置図・案内図 

   実施予定地周辺状況、実施予定地の土地の形状がわかるもの 

 ・配置図 

   屋外遊技場及び面積がわかるもの 

 ・平面図・立面図 

   各室の用途、面積等を明示 

特に保育室等の面積は、基準面積を満たしていることを確認 

【保育室の面積 記載例】 

   壁芯面積 〇〇.〇〇㎡ 

   内法面積 〇〇.〇〇㎡ 

   有効面積 〇〇.〇〇㎡   ＞必要面積 〇〇.〇〇㎡ 

※各年齢別に記載 

※小数点第３以下切り捨て 

※屋外遊技場の面積は手洗い器等を除く、有効面積を記載してくだ

さい。 

 ・現地写真 

   事業を実施する部屋の様子がわかる写真 

 ・土地・建物の全部事項証明書・公図 

   現在の内容と相違がないもので、直近３か月以内発行のもの 

 ・土地・建物賃貸借契約書等（合意書可） 

   賃料及び賃貸借期間が明記されたもの 

※土地と建物の所有者が異なる場合は、土地・建物の賃貸借契約書

等がそれぞれ必要です。 

 ・建築確認手続き完了を証する書類 

   建築確認済証及び検査済証 

 ・運営施設の直近２か年分の施設監査結果通知 

   新設予定園の場合は、市内外の運営施設の直近２か年分の施設監査

結果通知 

 ・運営規定 

乳児等通園支援事業を始めるにあたっての案のもの 

（参考様式）運営規定 保育所版 

（参考）乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の運用上



- 12 - 

の取扱いについて 

（参考）こども誰でも通園制度の実施に関する手引き 

・安全計画 

  乳児等通園支援事業を始めるにあたっての案のもの 

（参考様式）国の保育所安全計画例 

（参考）国通知（安全計画） 

（参考）こども誰でも通園制度の実施に関する手引き 

 ・管理者の履歴書 

   現施設長以外の方を管理者に設定する場合のみ 

 ・管理者の資格証明書の写し 

   現施設長以外の方を管理者に設定する場合のみ 

保育士、幼稚園教諭免許 等 

 ・乳児等通園支援事業に従事する保育士の資格証明書の写し 

   保育士資格 

 ・乳児等通園支援事業従事者の研修受講修了の写し 

 ・職員名簿 

〇法人概要 

 ・経営の責任者の履歴書 

 ・福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書 

 ・法人登記簿履歴事項全部証明書 

 ・定款，寄附行為その他の規約 

 ・納税証明書（国税、地方税） 

〇財政状況・資金計画 

 ・直近３期の決算書（貸借対照表，収支計算書及び事業活動収支計算書

又はこれらに代わるもの） 

 ・収支予算書 

 ・理事会 

   事業への申請についての承認 

○その他 

 ・誓約書 
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様式第２号（第６条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可書 

第   号  

年 月 日  

       

       様 

 

八潮市長     印   

 

 

年 月 日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の認可について、児

童福祉法第３４条の１５第２項の規定により下記のとおり認可しますので

通知します。 

 

記 

 

１ 事業所の名称 

 

２ 事業の種類 

□一般型（□在園児合同型 □専用室独立型）□余裕活用型 

 

３ 事業所の所在地 

 

４ 定員 

内訳 計 

０歳 １歳 ２歳 

人 人 人 人 

 

５ 認可年月日 

     年  月  日 
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様式第３号（第６条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可不承認通知書 

第   号 

年 月 日 

       

       様 

 

八潮市長     印   

 

 

年 月 日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の認可について、児

童福祉法第３４条の１５第６項の規定により下記のとおり認可しないこと

としましたので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

教示 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３月以内に八潮市長に対して審査請求をすることができ

ます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に、八潮市を被告として（訴

訟において八潮市を代表する者は八潮市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処

分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第４号（第７条関係） 

 

乳児等通園支援事業廃止（休止）申請書 

年 月 日  

（宛先）八潮市長       

                  所在地            

              申請者 法人名            

                  代表者氏名          

 

 

児童福祉法第３４条の１５第７項の規定により認可を受けた乳児等通園

支援事業の廃止（休止）をしたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事業所の名称 

 

２ 事業の種類 

 □一般型（□在園児合同型 □専用室独立型）□余裕活用型  

 

３ 事業所の所在地 

 

４ 廃止日又は休止予定期間 

 ・廃止期日     年 月 日 

・休止予定期間   年 月 日から   年 月 日まで 
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様式第４号の２（第７条関係） 

乳児等通園支援事業廃止（休止）承認申請調書 

 

１ 廃止（休止）の理由 

 

２ 現に乳児等通園支援を受けている児童に対する措置 

氏名 生年月日 住所 入所年月日 措置 備考 

      

      

      

 

３ 財産の処分（廃止の場合のみ） 

 ⑴ 土地及び建物 

区分 面積 位置 所有者 借用している場

合の使用期間 

処分方法 

土地      

建物      

⑵ 設備 

品名 規格 数量 取得価格 設置年月日 所有区分 処分方法 

       

       

       

（注）現存しているものについて記載のこと。 

⑶ 残金の処分方法 

 

⑷ 国又は県単独補助事業等により整備した乳児等通園支援事業につい

て 

  ① 補助団体名 

  ② 補助年度 

  ③ 財源内訳 

  ア 国庫補助金           円 

  イ 県補助金            円 
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  ウ 一般財源（自己資金）      円 

  エ 借入金             円 

  オ その他             円 

 

４ 職員の処遇（廃止の場合のみ）  

職名 氏名 生年月日 資格 
給与 退職金額 処遇 

年額 諸手当   

        

        

        

        

        

 （注）休止の場合も休止予定期間中の職員の処遇について、これに準じ

て記載のこと。 

 

５ 添付書類(休止の場合は、休止を決定した理事会議事録の写し) 

 ⑴ 図面(配置図及び各階平面図等) 

 ⑵ 建物及び敷地の所有権保存登記簿謄本(写し) 

 ⑶ 賃借の場合は賃貸借(使用貸借)契約書(写し) 
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様式第５号（第７条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可事項変更届 

年 月 日  

（宛先）八潮市長       

                  所在地            

              申請者 名称             

                  代表者氏名          

 

児童福祉法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた事項を変更

したいので、関係書類を添えて届出します。 

 

１ 事業所の名称 

 

２ 事業の種類 

  □一般型（□在園児合同型 □専用室独立型）□余裕活用型  

 

３ 事業所の所在地 

 

４ 変更事項 
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様式第５号の２（第７条関係） 

乳児等通園支援事業認可変更調書 

（変更があった箇所のみ記入すること。） 

１ 事業所の名称 

 変更後 変更前 

フリガナ   

名 称   

 

２ 事業の種類 

変更後 変更前 

  

 

３ 事業所の所在地 

 変更後 変更前 

所在地 〒 

 

〒 

連絡先 TEL TEL 

 

４ 法人名等 

 変更後 変更前 

フリガナ   

法人名等   

 

５ 主たる事務所の所在地又は設置者住所 

 変更後 変更前 

所在地 〒 

 

〒 

連絡先 TEL TEL 

 

６ 代表者（経営の責任者） 

 変更後 変更前 
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フリガナ   

名 称   

職 名   

生年月日   

代表就任

年月日 

  

住 所 〒 

 

TEL 

〒 

 

TEL 

   

７ 事業所管理者（福祉の実務に当たる幹部職員） 

 変更後 変更前 

フリガナ   

名 称   

職 名   

生年月日   

管理者就

任年月日 

  

住 所 〒 

 

TEL 

〒 

 

TEL 

 

８ 定員 

区分 変更後 変更前 

０ 歳 児   

１ 歳 児   

２ 歳 児   

計   

 

９ 施設・設備 

区分 変更後 変更前 
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室数 面積  室数 面積  

乳 児 室       

ほふく室       

保 育 室       

遊 戯 室       

幼 児 用 

便 所 

  大 器、

小 器 

  大 器、

小 器 

職 員 用 

便 所 

  大 器、

小 器 

  大 器、

小 器 

調 理 室       

そ の 他       

計       

 

１０ その他事項の変更 

変更後 変更前 
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様式第６号（第７条関係） 

 

 乳児等通園支援事業廃止（休止）承認書 

第   号  

年 月 日  

       

       様 

 

八潮市長     印   

 

 

年 月 日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の廃止（休止）につ

いて、下記のとおり承認しますので通知します。 

 

記 

 

１ 事業所の名称 

 

２ 事業の種類 

□一般型（□在園児合同型 □専用室独立型）□余裕活用型 

 

３ 事業所の所在地 

 

４ 廃止日又は休止予定期間 

 ・廃止期日     年 月 日 

・休止予定期間   年 月 日から   年 月 日まで 
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様式第７号（第７条関係） 

 

  乳児等通園支援事業廃止（休止）不承認通知書 

第   号  

年 月 日  

       

       様 

 

八潮市長     印   

 

 

年 月 日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の廃止（休止）につ

いて、下記のとおり承認しないこととしましたので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

教示 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３月以内に八潮市長に対して審査請求をすることができ

ます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に、八潮市を被告として（訴

訟において八潮市を代表する者は八潮市長となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処

分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第８号（第７条関係） 

 

受  理  書 

第   号  

年 月 日  

 

       様 

 

八潮市長     印   

 

次のとおり届出を受理しました。 

事業所の名称 
  

事業所の種類 
  

届出根拠 
  

届出内容 

  

備考 変更年月日     年  月  日 

 

 


